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《講義概要》 

芸術文化法、著作権法を専門分野とし、エンタテインメント産業の発展に尽力する弁護士

福井健策氏が、デジタル時代の著作権について講義を行った。 

講義では、日本の著作権に関する重要な動きの一つである TPP（環太平洋戦略的経済連携

協定）について、知的財産面における協定の概要、問題点、今後の課題を分かりやすく解説

した。まず、米国政府が提示している知的財産要求項目の代表例として、保護期間の延長、

非親告罪化、法定損害賠償の３項目を中心に詳しく説明し、知的財産要求項目を受け入れた

場合の日本文化へもたらす深刻な影響について訴えた。 

また、「何が最適の知財ルールか」「TPP が最適の乗り物なのか」「情報のルールメーカーは

誰か」という３つの問いかけを示し、情報流通を促進しながら創作者に収益還元できる新し

い日本型モデルの構築の必要性や、変化の激しいネット社会のルールを法律や条約ではなく

柔軟性のある日本向けのルールで規制していくべきなのではないか等、重要な課題を提示し

た。学生はこれからの社会や文化のあり方に直結する、知的財産や著作権の問題について理

解と関心を深め、日本の文化や情報流通の未来について真剣に考える機会となった。 
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「著作権の世紀、 
又はデジタル時代の著作権入門」



 

《受講生の感想》 

 

●TPP に対する視野が広がりました。TPP によって私た

ち自身のコンテンツや知財に対しての動きが大きく変

わり、大きな影響があるということを、保護期間延長

や非親告罪化の話から実感することができました。今

回の講義をきっかけに関心を持ち、自分なりの考えを

構築しようと思いました。 

立命館大学・産業社会学部・3回生 

 

●コンテンツに関する今起こっている問題について非

常に分かりやすく解説していただいたので、しっかり

理解することができました。著作権の延長や知財のあ

り方というのは、日本のポップカルチャーが日本経済

において重要視されている今、社会全体で見直さなけ

ればならないと思いました。 

      立命館大学・映像学部・2回生 

 

●著作権はできるだけ長く著作者、またはその親族に

あるべきだと思っていたが、古い作品の活用ができな

いといったデメリットがあり、多くの人々が二次創作

への利用ができないということで、売り出し方、産業

のあり方は時代に応じて変化していくべきだと考える。

そのため権利や知財などの法というものも時代に応じ

てうまく適応することが重要だと思った。 

立命館大学・映像学部・3回生 

 

●著作権問題が日本国内のものではなく、海外と繋が

っていることや、TPP による日本と海外との関係、こ

れからのメディア、コンテンツなど、色々なことにつ

いて考え直さなければならないと思いました。今の時

代にあったよりよい内容を考える必要があることを感

じました。   立命館大学・産業社会学部・2回生 

 

●インターネットや電子機器の普及に伴って、著作権

に関する規定に注目していく必要が高まっているのだ

なと感じました。知的財産は無形であり、目には見え

ないものであるため、私たちは無自覚のうちに侵害し

ていたり、軽いものであると考えがちだが、制作者の

唯一無二の創造物（財産）であることを忘れてはいけ

ないなと思いました。 

立命館大学・産業社会学部・3回生 

 

●青空文庫の様々な活用法を知りました。権利者が分

からず、保護期間が切れているかどうか分からないた

めに青空文庫に出典できないという問題が難しいとこ

ろだと思いました。しかし、青空文庫を通して目の見

えない人や外国人など、今まで本に触れにくかった人

たちが日本文学を楽しむことができるようになってい

くのは素晴しいことだと感じました。 

立命館大学・映像学部・2回生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


